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 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎調査事件 

 (1)住民自治活動について 
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         （開会 午前１０時００分） 

 ―――――――――――――――――――― 

○委員長（平野隆雄） おはようございます。 

 ただいまから、総務教育常任委員会を開会いた

します。 

 ただちに、本日の会議を開きます。 

 本日の調査事件は、皆様のお手元に配付のとお

りでございますので、ご了承願います。 

 案件の調査に入る前に、申し出により、村田町

長のあいさつを行います。 

 村田町長。 

○町長（村田駿） あらためて、おはようござい

ます。 

 総務教育常任委員の皆様には、なにかとお忙し

い中、委員会への出席、誠にご苦労さまでござい

ます。 

 本日の調査事件であります、住民自治活動につ

きましては、このあと、配付された資料に基づき

担当より説明させますが、これまでの住民自治活

動の展開においては、補助金の交付等が主体の支

援で、どちらかといえば、行政依存型傾向にあっ

たことも事実でございますが、こういう状況を踏

まえ、町内会担当職員等の配置により、協力体制

を重視する方向で、現在、進めてきたところでも

ございます。 

 自立プランの策定時においても、住民や地域が

みずから主体性を持ち、知恵を出し合い協働でと

いう意見が出され、あわせて連携強化の必要性が

強調されております。 

 町内に設置されております会館等の管理、ある

いは年々負担の増えているごみの減量化対策等を

はじめとし、地域住民自治活動において取り組み

を進めるもの、あるいは行政が主体となって進め

るもの、これらについて、今後、町行政を進める

中で、地域住民、あるいは町内会の方々と充分に

協議し、それぞれ役割分担を持った中でこれから

対応していかなければならないと、そう考えてい

るところでもございます。 

 また、最後になりますけれども、先日の経済福

祉常任委員会でも実はお願いしたところですが、

今年は例年になく雪が多いと。そういう形で、も

うすでに１月２２日くらいで昨年一年間の降雪量、

あるいは平成１２年からの年間の降雪量をすでに

上回っているところでもございます。それで、２

月１日付けをもちまして、１,０００万円の除排雪

の専決処分をしたいと。そういうことで先般もお

願いしたところでもございます。 

 あわせて、まだ町内にはかなりの堆積もされて

おりますし、例年ですと、この２月にもそれなり

の雪があるわけでございます。今後の状況を見な

がら、次に開催されます議会において補正予算の

計上はしていきたいなと。 

 充分、そういう形の中で今回の、とりあえず専

決処分を両委員会の皆さん方に報告し、そして２

月１日付けで専決したいという、そういうような

処分のほうもあわせてお願い申し上げ、誠に簡単

でございますけれども、ごあいさつに代えさせて

いただきます。 

 今日はひとつ、よろしくお願いいたします。 

○委員長（平野隆雄） 村田町長のあいさつが終

わりました。 

 これより、案件の調査に入りますが、あらかじ

め調査内容について簡単にご説明いたします。 

 住民自治活動については、従来から各町内会に

おいて活動が展開されており、町においては、街

灯の補助などにより支援をしてきたところですが、

福島町自立プランの策定に基づき、これまでの行

政依存型から町民、行政が一体となった協働型の

取り組みが求められております。 

 本日は、プランにおける関連する歳出削減策や

ごみの減量化対策、防災に関する資料などが示さ

れており、この内容について調査をし、所管事務

の一端にいたしたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 それでは、調査事件１、住民自治活動について

を議題といたします。 

 内容の説明を求めます。 

 丁子谷総務課長。 

○総務課長（丁子谷雅男） おはようございます。 

 それでは、本日の調査事件、住民自治活動につ
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きまして、ご説明をさせていただきます。 

 内容につきましては、朗読しながら内容の部分、

説明させていただきます。 

 １、自立プランに基づく住民自治活動との協働

についてということで、住民自治活動の展開にあ

たりましては、これまで各種の事務事業を実施し

て、補助金等を支出しながら各種団体等への支援

を行ってきております。 

 しかし、今年度当初に設立しまして、多くの町

民の方々の参画をいただきながら検討されてきた

自立プランの策定において、歳出の縮減対策を進

める中では、これまでの行政依存型から、町長も

言いましたように、町民と行政が知恵を出し合い

ながら、共に汗を流す協働という考え方に立った

住民自治活動を進めていくことが必要との意見が

出されたところでございます。 

 なお、こうした考え方に基づきまして、検討委

員会から報告されました自立プランにおける住民

自治活動関連の縮減対策としては、次の項目が挙

げられています。 

 そういうことで、住民自治活動に関する部分を、

主な部分でございますが、抜粋して掲載しており

ます。 

 まず、アとして、住民や地域がみずから主体性

を持って取り組むべきものということで、７項目

挙げてございます。 

 このうち、ポイントだけ説明してまいりますが、

バス待合所のうち、千軒及び白符バス待合所の管

理につきましては、１８年度から町内会へ管理を

すべきという意見が出されております。 

 それから次に、防災体制の整備事業のうち、避

難路の草刈り。これも委託でこれまで行ってきて

おりますが、町内会等が協働の精神で行う形にす

べきということで挙げられております。 

 それから児童遊具等の修繕につきましても、こ

れはペンキ代等を町で負担する形で、町内会の中

で維持補修を進めるという形にすべきということ

で挙げられています。 

 それから、次に３項目挙げられておりますが、

ごみの関係でございます。不燃ごみのリサイクル

運動の推進による減量化運動、それと燃えるごみ

の減量化運動、それに兼ね合わせて生ごみの堆肥

化の容器購入助成。この部分、総体的にごみの減

量化に対する形を町内会こぞった形で、後ほどま

たご説明しますが、対応すべきという形で挙げら

れているところでございます。 

 それともう一点。墓地公園の供花、供物の持ち

帰りにつきましては、今年度も実施しております

けれども、ごみ箱を設置しない形で、ごみ箱を撤

去し、そしてその部分の廃棄物処理委託業務をや

めるべきということで挙げられているところでご

ざいます。 

 次のページお願いいたします。 

 次に、イとして、廃止または縮小の方向で検討

すべきものの抜粋を掲載しております。１０項目

ございます。 

 これは今年、雪多い中で、除雪ボランティア、

各町内会で対応している部分ございますが、この

部分につきましても、お金を出す形でなく、１８

年度より廃止すべきであるという方で挙げられて

いるところでございます。 

 それからチャイルドシートの購入助成。これに

つきましては、ずっとやってきた経過の中で、チ

ャイルドシートもある程度、子供の少子化の部分

もございますが、今年度あたりはまだ３件の要請

にとどまっております。それである程度の、所期

の目的は達成されたということで、これも１８年

度から廃止すべきであるという形で整理されてい

るところでございます。 

 それから町民体育祭につきましては、これ、町

のお金を出しながら対応している部分もございま

すが、吉岡地区においては、吉岡幼、小、中合同

で町民体育祭を兼ね合わせて対応しております。

その部分、福島地区においても、福小の運動会の

中に包含して実施すべきということで挙げられて

いるところでございます。 

 それから生活館等の管理、それから会館の統廃

合の部分でございますが、この部分につきまして

も、先般も町内会の役員会開かれましたが、町内

会の統廃合とあわせて、会館も今後、老朽化して
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使えない状況が出てくるということが想定されま

す。その段階に向けて、近くにある町内会の会館

等については統廃合を今後、検討していきたいと

いうことで、この部分についても、そういう統廃

合を進めるべきであるという意見が検討委員会か

ら出されているところでございます。 

 それから補助金絡みにつきましては、いろいろ

ありますけれども、そこに３項目挙げてございま

いす。町内会連合会助成金、それから交通安全運

動推進協議会の分、それからコミュニティー運動

推進協議会。これはいずれも全体の予算、補助額

を縮小する形で対応すべきということで、これも

１８年度から対応すべく、整理をしているところ

でございます。 

 それから町内会の活動の中で、大きな部分とし

て街灯料の部分がございますが、この街灯料の部

分につきましては、昨年度までは１００パーセン

トの対応をしておりました。それで今年度につき

ましては８０パーセント。これも町内会の連合会

の総会の中でお話をしましてご理解をいただいて

いるところでございますが、新年度、１８年度に

つきましては６０パーセント。そして、その次の

１９年度からは５０パーセントということで、元

のパーセンテージに戻るわけなのですが、そうい

う対応で、今後、対応すべきという形の意見が出

されているところでございます。 

 それから改善センターの取り扱いなのですが、

まず福島の生活改善センター、これは館古にござ

います。これも館古の町内会等ともいろいろ協議

をした経過がございますが、利用があまりなされ

ていない状況もございます。それで、今回の雪の

対応等も考えまして、１月からは休止の形を取り

ました。基本的に相当老朽化して、水道管等も大

幅に補修しなければならない実情等もございまし

て、そういう形で当面の部分、これは廃止という

形で出ておりますが、町としては当面、休止の形

を取って今対応をしているという部分ございまし

て、委託の部分も１２月をもって止めたという状

況がございます。 

 それから、吉岡地区も同じような意見が出され

まして、現在のところ、ある程度利用の部分、少

ないながらも対応しておりますけれども、これも

使えない状況の中では吉岡小学校の空き教室等を

使って対応する形も必要ではないかということも

出されておりまして、この改善センターの部分に

つきましては、今後、老朽化対応の中で整備をし

ていきたいというふうに考えております。 

 それから３ページのほうに、現状維持の方向で

検討すべきものとして５項目を挙げました。この

部分については、現在対応している部分をそのま

ま継続対応すべきということで意見が出されてい

る項目でございまして、連絡員制度、それから交

通傷害保険事務、岩部生活改善センター、それか

ら活性化センターの、これは千軒地区の部分でご

ざいますが、管理運営事業。 

 それから街路灯の部分につきましては、先ほど

街灯料の補助お話しましたが、この街路灯の部分

につきましては柱を設置する場合、補助をしてお

りますけれども、これは従前どおりの対応という

ことで、この５項目が現在の状況のままで、その

まま推移すべきという形での項目でございます。 

 それから、エとして、先ほどお話しましたが、

拡充・推進の方向で検討するものの抜粋分を１項

目挙げてございます。これにつきましては、減量

化を進める形での町民協力とあわせて、減量化に

向けた形で堆肥化に関する補助、それから資源回

収団体の奨励補助を創設すべきということで、こ

の部分も新年度予算に計上すべく、今、整理をし

ているところでございます。 

 こうした部分が自立プラン検討委員会から挙げ

られた自立プランの案の中に盛り込まれておりま

して、町としても、これを踏まえた形で最終的な

自立プランの整理をしたいということで、現在進

めているところでございます。 

 それと、中身の部分に移りますが、ごみの減量

化対策についてでございます。 

 燃えるごみの処理費用につきましては年々増え

続けております。多額の一般財源が使われており

ますけれども、このごみを減らす対策が最終的に

は負担金の支出減に直接つながってまいります。
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そのため、住民自治活動の中で、こうしたごみの

減量化に向けた取り組みが進められているところ

でございます。 

 その対策の一つが、以前は行われておりました

町内会単位における、これは町内会の女性部だと

か子供会等でございますけれども、古紙の回収で

ございます。新聞を主としまして、その部分、昨

年後半に各町内会に呼びかけ、協力をいただきな

がら実施しました古紙等の回収活動を、今後も積

極的に展開することによって、それがイコール町

の支出負担の軽減につながるということで対応し

たいということで考えております。 

 また、台所から出る残滓、それから野菜くずな

どの水分の多いものにつきましては、これも住民

の方々にはこれまでもいろいろＰＲをしておりま

すけれども、ひと絞りすることで重量が相当軽く

なるということ。これらの対策に、より多くの町

民が取り組むことで大きな効果が得られることか

ら、町内会活動の一環として取り組んでいただく

ことの大切さをさらに啓蒙していくことが必要と

なっております。 

 次に、３の防災についてでございます。 

 地域防災対策につきましては、消防、警察、日

赤奉仕団等の関係機関と連携しまして、毎年１０

月に沿岸部の町内会を対象として津波災害を想定

した避難訓練等を実施しております。実際、訓練

の参加者につきましては女性の方の比率が多く、

かつ、高齢者の割合が多い状況も事実でございま

す。 

 しかし、地震や台風及び今年の大雪などの自然

災害を、自分自身への身近な危険として認識して

いただいて、日頃から災害に備えていくことが、

被害を最小限に防ぐ有効な対策であり、継続して

の訓練実施に取り組んでまいりたいというふうに

考えております。 

 また、災害発生時の人命救助、それから初期消

火などは近隣住民の協力に負うところが不可欠で

ございます。こうした有事の際には公的期間と地

域住民が連携して迅速に対応できるような体制整

備を日頃から認識して、地域全体において防災に

対する平時の備えや災害時にとるべき行動が身に

つくよう、町内会を通じて啓蒙普及を図るととも

に、地域の総合的な防災対応の向上に努めてまい

ります。 

 それと、さらに、こうした地域防災のみならず、

このあと案も出しておりますけれども、国におき

ましては、前にありましたアメリカの同時多発テ

ロ、それから日本周辺でもありました武装不審船

の事案に鑑みまして、国家の緊急事態に対処する

ための国民保護法が制定されております。この国

民保護法の制定によりまして、全国の各自治体に

おきましても住民の保護のための計画策定に向け

た対応が必要とされております。そのため、協議

会、それから対策本部を設置するための条例制定

が法律の中で義務付けられておりまして、この関

連する条例につきましては、本年の第１回定例会

に提案すべく予定をしているところでございます。 

 次に、４の町内会連絡担当職員の配置制度につ

いてでございます。 

 この制度につきましては、地域住民と行政がと

もに連携を取り合いながら協働の町づくりを進め

るために、平成１５年の６月から各町内会に、当

時は管理職と当時の課長補佐職を配置する形で進

められてきました。 

 その後、これは主として、いちばん初めの部分

は葬儀等の手伝い、ボランティアという形の中で

対応してきたわけなのですが、そういう協力体制

を整えるために、翌年の１６年度からは管理職、

補佐職だけでなく、全職員を町内会に担当補助職

員として配置することとして現在の体制が整えら

れております。 

 主要な役割としましては、先ほどお話しました

ように、葬儀等の協力が中心的な活動とはなって

おりますけれども、役員会に参画しての町政懇談

会要望事項の集約をはじめ、昨今においては、今

回の総会等にも対応をしておりますけれども、各

町内会の総会等にも対応しておりますけれども、

自立プランに基づく各町内会への協力要請を説明

させていただくなどの対応を組み入れた活動も進

めており、今後、各町内会とのさらなる連携強化
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に努めてまいります。 

 なお、これまでの活動状況は次のとおりという

ことで５ページの上段に表を示しておりますが、

１５年度から１７年度まで、主とした、中心的に

なっている葬儀等の協力件数、それから行政課題

対応という形は、町政懇談会の要望取りまとめの

役員会参加での対応、それからアドバイス、それ

と、一昨年ありました風水害の段階では、各町内

会、特に岩部だとか豊浜地区に、その対応職員が

集約する形において、各町、職員が入るという形

での協力体制をとることなどの行政課題の対応も、

そういう件数が出ております。 

 なお、１７年度につきましては、１２月末現在

で数値を捉えております。 

 それから６ページのほうに、先ほどお話しまし

た国民保護法に絡む協議会条例、それから対策本

部の関係の条例の制定の趣旨について記載をして

おります。基本的に計画につきましては１８年度

中に策定するということで、１８年度の策定に向

けて１７年度中にこういう本部なり協議会を設置

するという形態で考えております。 

 なお、ただ協議会の部分につきましては、これ

は今、防災会議がございまして、防災会議の委員

をそのまま横すべりしてお願いするという形で、

現在、考えているところでございます。 

 それと訂正をお願いしたいのですが、７ページ

の部分の、第５条、雑則出ております。これ申し

訳ないのですが、８ページの５条の雑則をそのま

ま複写する形になりましたので、文言が変わって

まいります。これは協議会条例ですので、第５条

の「前各条に定めるもののほか」というあとに、

国民対策本部云々ではなくて、協議会の運営に関

し必要な事項は会長が協議会に諮って定めるとい

う形になりますので、申し訳ありませんが、これ

は最終的に条例提案する際は、そういう今の訂正

文で提案したいというふうに考えております。そ

ういう形で予定をしているところでございます。 

 よろしくお願いします。 

○委員長（平野隆雄） 内容の説明が終わりまし

たので、質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 安藤委員。 

○委員（安藤安雄） ２ページのチャイルドシー

トの購入助成金の件で、ちょっと確認で、先ほど

の説明では現在３件というお話でしたけれども、

いろいろ町内の方に、利用された方に聞いてみま

すと、だいたい今説明あったように、利用する方

は利用して、結構話を聞きますと、そういうリサ

イクル的に、本当に傷んでいないで使う人があっ

たら使えるという、そういうお話も聞いています

ので、現状でそういう、町として、リサイクルの

お話も先日ありましたけれど、状況といいますか、

そういうのは何件くらいあって、事故はないでし

ょうけれど、その辺のところをちょっと確認して

いきたいと。 

○委員長（平野隆雄） 丁子谷総務課長。 

○総務課長（丁子谷雅男） チャイルドシートの

部分につきましては今話したように、新規の部分

はだいぶ、というよりも、いちばん初めは九十何

台出ておりましたけれども、今年度は先ほどお話

しましたように３台。ただ、いろんな部分で声聞

きますと、その町内会の部分だとか、それから親

戚の方、それから知人の方、そういう形で回って

いるという、要するにリサイクルされているとい

うのが実情のように感じております。 

 それで、ただ前にも安藤委員からは、そのリサ

イクルの部分の対応ということでお話ありまして、

広報等にも何回か載せ、それから今回、新年度か

らはこういう形で補助がなくなりますという部分

を明記しながら、リサイクルを強化していきたい

という形で考えておりまして、２月の広報にも、

今日あす発行されると思いますけれども、それに

も盛り込んだ形でＰＲをしていきたいと。 

 特にこれからは補助なくなるわけですから、そ

の部分ではリサイクル運動をさらに強化する形で

対応していきたいと。 

○委員長（平野隆雄） 暫時休憩いたします。 

   ―――――――――――――――― 

    （休憩 午前１０時２５分） 

    （再開 午前１０時２５分） 
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   ―――――――――――――――― 

○委員長（平野隆雄） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。 

 安藤委員。 

○委員（安藤安雄） その関連で、要望的になる

と思うのですけれども、やはりさっき話したよう

に、どの方が利用しているかというの、ちょっと

町民の方でもわからない人いるので、町民の方か

ら行政のほうに、そういうふうに関係機関に、そ

ういうリサイクル的に広報を通してあった場合は、

そういうふうにして橋渡しというか紹介というか、

そういうふうにしてもらったらいいのかなと思っ

ています。 

○委員長（平野隆雄） ほかに。 

 杉村委員。 

○委員（杉村欣一） ２ページの生活館の利用。

各部落に相当生活館あるのだけれども、私は三岳

１のほうだけど、やはり年間何回くらい使ってい

るか、そういうデータは取ってあるわけ。だけど、

やはり総務課のほうでも役場のほうでも、各部落

に対して、どのくらいの利用数をもって、そうい

うやつ調べているか。そしてまた、これから、人

口も減ってきているし、本当に今度、老朽化して

この会館というものがきているわけ。そこでいく

らお金かけても、町民は、すぐどこかちょっと悪

いと、もう役場のほうにお願いして、ここも直し

てください、ここも直してくださいというのが今

までの実例であります。 

 そこで、やはり町長も話しているとおり、もう

短縮する所を短縮して、合併する所を合併して、

なにも全部使わなくても、そこら辺をできないも

のか。いちばんいいのは選挙のときだけ。まず行

って、各部落がそこにあるのだから、そんなに遠

くに行かなくても選挙とかそういうときは本当に

助かるわけ。だけど、そういうやつはもう何年に

一回よりない。四年に一回選挙で使う場合。もう

こういうあれを、もしあれなら町内会にもうやっ

てしまうとか、持たせてしまうとか、町である程

度もう放さなければ、いくらこれやっていても、

お金かかって、これからどんどんお金かかります

よ。 

 それと、あとこの街灯の電気料。これ今、こう

いうふうに今年は６０パーセント、来年５０パー

セントと、こうするような話ありますけれども、

やはり私たちのほうは本当に長いもので、相当な

電気料もかかるわけ。電気料も本当に、１２２万

２,０００円こうやってかかるのだけど、やはりあ

る程度、電気料ももう町内会にあずけるようなこ

とをしなかったら、町政がもちませんよ本当に。 

 だから、部落のほうでは１０円や２０円部落会

費上げてもいいから、やはりもう行政は、部落に

こういう街灯料もなにも持たせることを考えてみ

たらどうですか。今この二点。 

○委員長（平野隆雄） 丁子谷総務課長。 

○総務課長（丁子谷雅男） まず、生活館の管理

状況の部分。これは前にも杉村委員からお話あり

まして、私、総務課に行った段階でだと思います

けれども、それを踏まえて、昨年、一昨年という

形で利用状況は、全部の町内会出てこなかった部

分もあったのですが、それは聞き取りする形で対

応しております。 

 それで、状況を見ますと、やはり回数はそんな

に多くない、今お話ありましたように、葬儀自体

もなかなか今会館でやらないで、お寺さん使うと

かという部分もございまして、会館の利用という

のが少なくなってきている状況はあります。役員

会だとか、いろんな例えば集まりあった場合には

対応している部分ございますが、そういう形で、

逆に町内会からは、今のお話と逆行する形になる

のですが、町でそのまま受けてもらえないかとい

う話される場合もございます。 

 ただ、説明の段階でお話しましたように、基本

的には従前、各町内会に１施設をある程度整備す

る形で対応してきた経過の中で、何十年もたって

老朽化が進んでいるという状況もございまして、

なかなか今ご意見受けたように町内会にそのまま

受けてもらうというのは、管理の部分もございま

して全体の部分考えますと、きつい部分なのかな

というふうには考えます。 

 ですから、その部分については、ある程度使え
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る部分集約しながら、これからは各町内会のご理

解もいただかなければならないのですが、近くに

ある会館の場合はそれを、古いほうをやめる形で

新しい部分のみを使うという手法も必要になって

くるのではないかということもお話をしている経

過もございます。ですから、最終的にはそういう

形の中で、今後、自立プランの整備の中でも啓発、

協議をしていきたいというふうに考えております。 

 それと、街灯料の部分につきましては、先ほど

お話しましたように、一時１００パーセント、万

度に補助していた段階もございましたが、財政状

況、それと町内会での独自負担の部分も考えて、

元の部分、最終的には段階的に元の半額までの部

分でお願いしたいということでご理解をいただい

ている部分もございまして、全部あずけるという

のは、なかなか町内会にとっても難しい部分もあ

ろうと思いますので、こういう段階を踏んだ形の

中で、とりあえずは１９年度の５０パーセントの

部分までの対応の中で当面は補助対応を継続して

いきたいというふうに考えているところでござい

ます。 

○委員長（平野隆雄） 杉村委員。 

○委員（杉村欣一） いま総務課長の言うのはわ

かります。 

 ただ、やはり町も財政難になってきて、本当に

今、５分待たなくてもすぐ隣の会館に行ったり、

そういうもう時代になくなってきているわけ。や

はり今、葬儀とかそういう何かある場合は、お寺

さんを使ったり、そういうふうにして利用してい

るのだけれども、やはりこの各部落に一つずつみ

たいにあるところは多いし、日向あたりは漁村セ

ンターからなにからあるのだから、だからもう、

そんなにそんなに各部落に、そういうふうに便宜

を与えてやるのはこれは結構ですけれども、やは

り財政考えた場合は、もう少しやはり住民の人に

もこういう状況を納得してもらって、そういう説

明もこれからしていかなければならないと私は思

います。 

 あとは、街灯の場合は、全部、全部といわなく

ても、私たちのほうは相当の本当に広い範囲でお

金もかかるのだけど、やはり行政ばかりにあずけ

ないで、やはりその町内会でもやはり１０円でも

２０円でも、もし町内会費上げてそれに回すよう

なことも考えてこれからいかなければ、なんでも

かんでも行政、行政と、私はできないと思います。 

 答弁はいいです。もうだいたいわかっておりま

すから。終わります。 

○委員長（平野隆雄） ほかに。 

 滝川委員。 

○委員（滝川明子） 住民の協力、協働の町づく

りを進めるといううえで、町内会の活動が非常に

重要になるというふうに思うのですね。 

 その中で、例えば町内会を、内容を検討、見直

しをしながら、会館の統廃合だけでなくて町内会

の合併なども検討するということなのですけれど

も、活動を活発に行うために力を合わせるという

その地域的な条件だとか、例えば日向みたいなと

ころなどは、大きくなるということは有効かなと

いうふうに思うわけです。町内会とは違って、老

人クラブはその一つで活動しておりまして、かな

り大きな世帯で大きな役員構成で活性化を進めて

きているかなというふうに見ているものですから。 

 それで、連合会の一つと、その単位の町内会と

いうのが、本当に鍵かな、協働の町づくりの鍵か

なというふうに思うの中で、やはりそのリーダー

研修といいますか、その町内会のトップは会長で

しょうけれども、その会長がどういう役割を果た

し、どういう考え方や意気込みで、町内会は老い

も若きも、老若男女一緒になって構成するもので

すから、非常に町内会のリーダーというのはいろ

いろ求められるものは大きいというふうに思うの

ですよね。特に若い人を活動家に育てていくとか

という資質が求められるというふうに思うのです

けれども、日向のことを言っているわけではない

し、あれこれというふうに具体的にいうのではな

くて一般的にお聞きいただきたいと思うのですけ

れども、兼職をなさっている町内会長さんは、や

はりこれから力入れて進めるというその町内会活

動の中では、やはり問題が大きくあるのではない

かなというふうに一層、今、思うのです。 
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 それで、兼職の誉れみたいなのをお持ちの方も、

長老の方も少なくないかなというふうにも思うの

ですけれども、決して誉れだけでは活動は進みま

せんので、その意味、リーダー研修を役場の総務

課などがリーダーをとって進める必要があるので

はないかなと思ってございます。いかがでしょう

か。 

 それから、拡充、推進の方向で検討する中で、

ごみの減量化対策を取り上げていただいていると

いうのは、非常に私もそのとおりだというふうに

思っているのですけれども、その拡充、推進の方

向イコールお金、予算がつくというのは、今まで

の考え方の中では当然なのかもしれませんけれど

も、例えば生ごみを進めるにあたって処理バケツ

であるとか、ぼかしであるとかというのを補助す

るというやり方を、かつてやってきたのですね、

ずっとやってきて。それで成功しなかったという

ことは、一つには無料でいただくものに対する自

覚の高まりとか意識の薄さが、どうしても出てく

るのではないかなと私は思うわけです。 

 それで、これだけ力を入れて、ごみ減量化推進

の委員会も立ち上げて、推進委員さんも一人、一

人、町長からいただいた委嘱状もありますから、

かなり意識を持って今取り掛かろうというスター

トに立っているわけです。ですから、やはりお金

を出して大事に、お金出したのだもの、無駄にで

きない。頑張ってみようということこそが推進の

意味ではないかなというふうに思います。 

 全部が全部そういうわけにいかないかもしれま

せんけれども、そういった意味でのお考えをお聞

きしたいというふうに思いました。 

 それからもう一個は、ごみの減量化に期待する

削減部分大きいのと似て、除雪費用。これについ

て、除雪ボランティア事業を廃止するというのは、

それは流れかな、今求められているものの中では

そうかなというふうに受け止めます。それで、ご

みの推進と同じですけれども、予算が伴うもので

はなくて、その事業、除雪ボランティア、本当の

意味でのボランティアの事業が必要ではないかな

と。 

 暖かいと雪がない季節はすっかり忘れていたり

とかというのも、私もあるのですけれども、非常

に大きなお金が動くものですし、雪が災害を伴う

ような恐いものだというのも本当に痛切に感じて

いますが、高齢者だから、女、子供だから、ボラ

ンティアして誰かがやってもらう。町が、公の機

関が何か手を差し伸べなければならないというの

では、間に合わなくなるわけですね。雪は、どか

っと降れば本当に何らかの対策は必要ですけれど

も、でも毎日、毎日降るときには降るわけですか

ら、その柔らかいうちに、それなりの雪かきの、

昔と違ったスコップ等、何かそういう、軽い雪か

きなんてものではなくて、いろいろ雪かきも道具

が研究されてきていますし、だから、女、子供で

も、高齢者でも、ちょっと押せばうまいこと、硬

くならない雪だったら寄せれるくらいのことはで

きるようなものもできてきていますから、それか

ら、川なんかに雪を投げて、そこを道路にしたり

踏みつけたりすると、大雨でも降ったら、雪の季

節でも間違って雨がどっと降るなんていうことも

ありうるわけですから、そういう危険もあります

し、雪かきの仕方、雪を投げるやり方。面倒くさ

がらないで毎日少しずつ励ましあってやるとか、

そういったことをコミュニティー運動的に、やは

りお金かけないでボランティア精神で、隣近所、

励まし合いながら、手かけるだけがボランティア

ではないのではないかなというふうに、こう思っ

ております。いかがでしょうか。 

○委員長（平野隆雄） 丁子谷総務課長。 

○総務課長（丁子谷雅男） まず、兼職の町内会

長さんのお話もございましたが、やはりこういう

町の中で、ある程度会長さんやっていただくとい

う部分になると、どうしても兼職、いろんな役職

持っていて、違う団体の会長さんやっていたりと

いう部分ではあると思います。 

 基本的に、いま滝川委員お話なる部分について

は、そういう部分で、若い人たちへも、ある程度

町内会活動の中に参画することによって、その意

識付けも違ってくるのではないかというのも包含

されていると思いますので、町が、町職員がリー
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ダーシップを取ってという形の中で、研修なんか

もある程度、町内会の活性化の中で役割を果たし

ていただきたいという意味も込めてのご発言だと

思いますので、その部分については、この前の役

員会でも毎年やっている、リーダー研修といえば

あれですけれども、会長さんなり副会長さん参加

するのも、役員会の中では逆にこういう厳しい時

代なので、お金もなるべくかけないで、研修会な

んかも自粛する形もどうなのだという話も実際は

出ております。 

 ただ、活動の中では、やはりいろんな町でどう

いうことが行われているかも見識持って対応する

ことも必要だろうという意見なんかも出て、隔年

での実施なんかも今後は検討していこうという話、

予算絞られてくる中ではやはりそういう対応もあ

りますけれども、そうした中で、やはり私考える

のには、町内会連絡担当職員の役割自体も、先ほ

どお話しましたように、住民にこういう町の対応

で進める形があるのでご協力お願いしたいとか、

そういう形も、できるだけ入っていく形の対応を

今進めておりますので、その部分含めて滝川委員

ご意見あった部分については、できるだけ町も対

応する形の中で進めていきたいというふうに考え

ます。 

 それと、ぼかしの部分、生ごみの処理バケツだ

とか、ぼかしの部分のお話ございました。確かに

無料という形ではなくて、ただ、今考えているの

は、新年度の部分の新たにまた計上する部分もご

ざいますけれども、要するに、バケツの場合であ

れば２個買えば１個の補助と。全部を無料にする

のではなくて、ある程度自分も負担することによ

って、その意識を高めてもらうという形で今考え

ております。ですから、コンポストの部分なんか

でも、ある程度上限の幅決めたり、２分の１以内

という形で決めたり、それから電動のごみ処理機、

高いものから安いものまでいろいろあるそうです

けれども、これも自己負担が当然伴う中でそうい

う協力をしてほしいという呼びかけの中で、今、

予算組みをするということで現課では対応してお

りますので、その部分については、まるっきり無

料でやって、これで一回やってみてくださいとい

う形でないことだけはご理解いただきたいなと。 

 できるだけそういう意識付けの中で、自分もや

ってみよう、町民自体も自分もやってみようとい

う意識付けが確かになければ、滝川委員お話にな

るような懸念も出てまいりますので、そういう部

分はないような形で、今、助成制度も進めたいと

いう現課の考え方でございます。 

 それと、除雪ボランティアの話につきましては、

確かにご意見の部分は同感する部分ございます。

私事ですけれども、わが町内会も相当小さい部分

になって、実際会費もらっている世帯数も岩部の

次に小さいと、私の今、住んでいる町内会自体が。

それだけ小さい中で、社会福祉協議会からボラン

ティアの要請出てきた部分では、ある程度高齢の

方は当然協力もできない形ありますし、それでも

やってみよう、やってみようという声かけした結

果の中で、先般も独居老人宅の屋根の雪降ろしだ

とか、空き家の部分の潰れかかった家屋の対応だ

とかしている状況がございます。 

 ですから、お金の部分でなくて、滝川委員もお

っしゃるように、予算が伴うものでない展開対応

が必要ということにつきましては、やはりそうい

うボランティアの輪をいくらかでもまた広げて、

そして隣近所が声かけあって、その自分の家の前

だけでなくて対応できるような協力体制が、本当

のコミュニティーのボランティア活動ではないか

なというふうに考えますので、そういう意識付け

ができるような形を、社会福祉協議会のボランテ

ィアの名簿提出も含めて、我々のほうも町民課通

してそういう対応を呼びかけていく体制は取りた

いなというふうに考えております。 

○委員長（平野隆雄） 竹下助役。 

○助役（竹下泰弘） 今の総務課長の答弁の中で、

滝川委員質問されていましたごみの減量化の部分

で、容器の無料というお話ありましたけれども、

実は今年度、先ほど滝川委員おっしゃったように、

ごみの減量化推進委員を町のほうで委嘱しました

けれども、その方々にはまず１個、無料で容器と

ぼかしを配付して、そして使っていただいて、町
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内会の皆さんと一緒に使っていただいて、非常に

有効であれば、それは先ほど総務課長言ったよう

に２分の１の範囲内等々で補助していきたいとい

うことでございますので、無料で配付するという

のは、とりあえず今、１７年度で推進員の方に無

料でおあげしたということでございますので、そ

の辺だけひとつご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（平野隆雄） 丁子谷総務課長。 

○総務課長（丁子谷雅男） それと、先ほど言葉

足らずの部分あったと思いますけれども、除雪ボ

ランティア事業の、廃止、縮小の項目に入ってお

りますけれども、この事業そのものを廃止すると

いう形でなくて、今お金出しているのが、今回、

先ほど私の町内会もお話しましたが、１０人出て

１軒の家の除雪をやったとしても５００円なので

すね。そういう部分のお金は、あくまでも無償の

部分で対応する制度は基本的には残す形にしてお

りますので、ボランティア事業そのもの自体は進

めていく形にしても、その５００円出す部分を廃

止しようという整理でございますので、その点ご

理解をお願いしたいと思います。 

○委員長（平野隆雄） ほかに。 

 佐藤委員。 

○委員（佐藤多市） この問題点に対して、反対

するものではございませんけれども、この自立プ

ランに関しましては相当の、推進委員の方々にお

集まりを願って、そして行政のほうと相談しなが

ら最終的にここまできたものですから、今年はは

じめの年でございますので、これからやってみて

無理があったという時点であれば、次年度、変更

する科目もあるかもしれませんけれども、とりあ

えず今年は試用期間というか、はじめの年でもご

ざいますので、この線で我々は理解していかなけ

ればならないのではないかなというようなことを

考えておりますので、そのことを申し述べて終わ

ります。 

○委員長（平野隆雄） 暫時休憩いたします。 

   ―――――――――――――――― 

    （休憩 午前１０時４９分） 

    （再開 午前１１時０５分） 

   ―――――――――――――――― 

○委員長（平野隆雄） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。 

 ほかに。 

 溝部委員。 

○委員（溝部幸基） 何点か。順番乱れるかもし

れませんけど、お尋ねしたいと思います。 

 昨年１０月の国勢調査、人口が５,８９７人です

か。前回より十二点何パーセント減少したという

背景。町の中を見ても、結構空き家が出てきたり、

もちろん、死んだ人よりも生まれてくる子供の数

が少ないという状況。どんどん高齢化するという、

ある意味、正常なといいますか、昔のような地域

の形態が、徐々に崩壊するという状況が今この町

にあるのだというふうに思うのですね。日本全体

でも、去年初めて人口減少といいますか、そうい

う状況が起きたということなのですけれども、福

島は、その先行してそういう状況が一つにあると。 

 先ほどの質問の中にもあるように、なかなか地

域の自治活動そのものを維持する、そのこと自体

も難しいという状況が出てくる。そういった背景

の中では、例えば町民体育祭そのものも、私ども

が２０代、３０代のころの状況を見ると、とても

想像がつかないような状況で、それすらできない

と。小中学校の吉岡地区が一緒に、それはそれで

また今の状況の中では意味があるのだというふう

に、そういう背景。あるいは神社のお祭そのもの

も、踊り手なり山車を引っ張る大人も小さい子供

も、昔のような状況ではないというその背景があ

る。 

 そういった難しい状況の中で、自治の状況、体

制を整え直さなければならないというのが今の状

況だというふうに思うのですね。ある意味、今ま

では町の財政そのものが裕福、今から見れば裕福

だったという状況の中で、補助金を含めて行政依

存型という、ここで表示していますが、そういう

方向の中できたのですが、財政状況も含めて、そ

れが維持できない。本来、今までの考え方からす

れば、今まで以上に行政がてこ入れをして、資金

面でも体制を整えていかなければならないような
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状況の中で、逆にそういう財政の厳しい背景の中

では、こういう厳しい背景でありながら、なおか

つ住民の皆さんに協力をしていただく。それを住

民との協働、コラボレーションということの中で

やっているのですが、そこでの役割分担というも

のをきちんと見直し、そしていちばん大事なのは、

なんといっても地域の皆さんがそのことをよく理

解するということが大事なことなのだというふう

に、こう思うのですね。 

 先ほど来、除雪の部分で話が出ています。私自

身も、今まで１０年も２０年も前は結構雪降って

いましたので、そのころの状況とは比較にならな

いのですが、この４、５年に比べますと問題にな

らないくらい除雪のために時間を割くと。そうい

った中でも、町内会の人と見ていますと、町のほ

うが財政厳しいのだし、なかなか除雪に入ってこ

られないと。そういった部分では暗黙の中で、道

路の中央部まではお互いにそこの部分を、除雪を

しているのですね。そして投げ処理をしていると

いうこと、そのことが、逆に財政厳しい状況の中

で、住民の側が町のそういった状況を把握しなが

ら、自分たちでできるものは何なのかということ

の状況が、そんなところで芽生えてきているので

はないかなというふうに思います。 

 そういった意味では、ある意味、今の形態の中

での住民自治、それぞれの自立といいますか、そ

ういった部分の中では、ひとつのいい機会になる

のではないかなというふうに、こういうふうに私

は思っております。 

 そこで、今度は具体的な部分の話になるのです

が、例えば２ページ目のチャイルドシートの購入

助成の部分ということなのですが、この自立プラ

ンそのものが、やはり財政の立て直しという部分

の中で、多くは、歳入の増を見込めないというこ

との中で歳出削減ということの方向で出ているの

ですが、こと、先ほど言いました少子高齢化とい

う部分で考えた場合に、この町の将来を考えて少

子化という方向の中で考えた場合に、このチャイ

ルドシートの部分はどうなのか。医療という部分、

育児という部分、就学という部分の中で、出生率

そのものが確か、去年、１６年度の部分では、全

国平均と同じように１.２９でしたか、確かその数

字だったというふうに思います。そういった状況

の中に、なかなか子供を、昔のように２人、３人

という背景にないという厳しさもあるのでしょう

けれども、そういった部分の考え方を、私は少子

化対策という位置付けの中で見てみる必要がある

のではないかと。そこの部分に自治活動としてど

う関わっていくのかということも、また視点の取

り方ということになるのではないかというふうに

思いますので、先ほどの話でも、本当に何カ月も

使わないうちに、新しいものをそのまま使わない

でいるみたいな状況もあるわけですから、リサイ

クル含めてということもあるのでしょうけれども、

この廃止をすることによってそういった、それが

２人でも３人でもあるということを忘れず、リサ

イクル含めた対応というものもあわせて考えてい

かなければならないのではないかなというふうに

思います。 

 総合的に、私は少子化対策の中で、ここもまた

役割分担として、行政がやる部分、地域、自治体

がやる部分、そして個々の住民、家族の対応含め

て、これは大事な視点として捉えておくべきだと

いうふうに思います。 

 それから、次のページの街灯料の関係なのです

けれども、これは町道に付設している街灯という

ことだというふうに思うのですね。それでこれは、

前 内町長の段階に、確かに私も町内会の会計や

っていましたので、会計やった初めはその１００

パーセントという状況でなかったわけですよ。た

ぶん５０か６０か、そのくらいだったというふう

に思うのですね。それを、やはり町道の部分とい

うことは町の責任の範疇だろうということの中で

これを１００パーセントにしたということなわけ

です。 

 私もそのときも、みずからそこでやっている状

況はどうなのだと。そのときの背景もまた同じよ

うに人口減少して高齢化すると。会費そのものも

大変だという背景の中でこの措置をとったという

ふうに思うのですね。ですから１００パーセント
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にしたときの背景と今の状況というのは、なお、

受ける側の町内会の状況というのはよくない。電

気料そのものがどういう状況かということもまた

考えてみると、その時点よりもどんどん安くなっ

ているという状況には逆にないのではないかなと

いうふうに思います。 

 特に今後、今の石油高騰を含めて考えていくと、

そういった心配もまた出てくるのではないかなと

いうふうに思うのですけれども、それを超えて、

町内会の皆さんが理解して対応するということで

あれば、私はこの事例として、川原町の町内会で、

確かに施設そのものが、町内会で当時の道道改良

の部分の中でいただいた街灯を設置して、それが

老朽化をしたことによって、怪我をさせ、その損

害賠償の対応を町内会みずからがしたということ

がありました。施設そのものについての設置補助

の部分もありまして、その当時も、確か竹下助役

さんが総務課長かなにかで、その当時も話をした

ことがあるというふうに思うのですけれども、そ

れを、１００パーセントのものを５０なりにした

場合でも、今でももちろんそうなのですが、なお、

そういった災害、あるいは損害賠償等の対応の部

分については、少なくとも町道ということですの

で、きちんと、そのときに町内会の皆さんが川原

町町内会のように大変苦労するということのない

ように対応をしていただきたいということをお願

いしておきたいというふうに思います。 

 それから、ごみの減量化の部分なのですが、一

つは、やはりリサイクルの部分をもっと細かく進

めていくという方向を持たなければならないとい

うふうに思うのですね。これは、当町の場合は燃

えるごみは広域連合、リサイクルの部分は４町の

広域の対応ということで、単独、福島町だけがと

いうことにはならない背景、特にリサイクルの部

分については、受け入れる部分の難しさみたいな

のがあるのですが、もう現実に連合、あるいは広

域事務組合の負担金の大きさといいますか、それ

はもう財政の中に非常に大きなウエートを占めて

いるわけですから、その減量化の部分の中では、

もっとやはりリサイクルの部分も細かくやるべき

だと思います。 

 その一つの例として、生ごみの堆肥化、コンポ

スト含めてＥＭ菌も含めて、結構取り組んではく

るのですけれども、なかなか定着しないと。特に

その水分の部分を含めてやると、そこの部分は一

戸、一戸ではたいしたことないのでしょうけれど

も、集めると大変な量になると。水分をなくする

だけでも非常に負担金が安くなるということもあ

るわけですね。もっとこの部分は進めていかなけ

ればならないというふうに思うのですが、こうい

った事例が先般の新聞に出ているのです。 

 これは札幌市の取り組みで、学校給食の残飯。

それを、堆肥化を進めていくと。これは何年かか

けて、モデル校で何校かやりまして、新年度にか

けては全般的にやりたいということの部分のこと

です。いろんな取り組みの部分で、ＩＴなんかの

取り組みもそうなのですけれども、大人にそれを

教えるよりは子供に教えたほうが将来に向けて、

それから覚えも早いし納得もしやすいと。いった

ん今の形に慣れてしまっている大人を、そういっ

た方向で教育し直す難しさみたいなのがあるのだ

ということを、だいぶ前に別海町の視察したとき

にＩＴの関係でそういう話をして、学校の取り組

みをする。それでどんどんそういう子供たちを育

てていって、最終的には別海の町そのものがＩＴ

で取り組むという形にと。それと同じように、や

はり子供たちからそういう意識を変えていく。そ

の子供たちが家庭にいって、その現実の家庭でや

っている矛盾といいますか、そういうものを指摘

されると、親もまた真剣にならざるをえないとい

う部分がある。それが、家庭がやり、地域がやっ

ていくという方向の中で出てくるのではないかな

というふうに思います。 

 ですから、本当は今の形を、コンポストを含め

てやったものを、地域の活動といいますか、自治

活動等で取り上げて、一つは、できた体制の受け

皿の部分、あるいはそれを現実に家庭菜園、一般

の農家の方に利用していただいて、その堆肥でで

きた作物を実際に口にしていくと。無農薬の形の

ものをしていくみたいなことをすると、非常に現
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実的になって堆肥化も拍車がかかってくるのでは

ないかなというふうに思うのですが。そういった

意味では福島も、札幌という大きな規模ではない

のですけれども、保育所、幼稚園、小中学校、高

校とあるわけですから、私は希望的に見て考える

と、保育所とか幼稚園、あるいは小学校の段階か

ら総合学習という取り組みも含めて、これは地域

の人も一緒になって対応するということ、一つの

モデルケースみたいなものも検討するということ

が、これは、ごみそのものの中でも給食の残飯の

量というのは結構なものだというふうに私も思い

ますので、その辺もまた、そういうことをするこ

とによって、給食を残す子供たちが少なくなって

いくとか、そういうことにもなってくるのではな

いかなというふうに思っております。 

 その辺の取り組みみたいなものについてどうお

考えか、お伺いしたいというふうに思います。 

 それから、４ページ目の防災の関係なのですが、

防災のほうはちょっと、津波という視点と、それ

から豪雪といいますか、除排雪の関係ということ

で、二点で分けて話したいと思います。 

 これは、１月２９日の道新の社説に、中央防災

会議が専門調査会で日本海溝、千島海溝周辺、海

溝型地震についてということで、この被害の想定

をした報告書が出ているのです。そしてまた、そ

ういったものを中心にして地震対策大綱をまとめ、

国が基本計画、今度は道が作るという形で示され

ていくわけなのですが、この想定した八つの大規

模地震の中での死者の９割は津波によるというこ

とで書いているのです。そういった部分で考えた

場合に、非常にこの、特に海岸線沿いに沿ってい

る福島町の実態からすると、その地震、津波とい

うものを想定した対策というか対応というものが

非常に大事だというふうに思うのです。 

 小規模治山含めて海岸線は、今、日向地区の部

分含めて相当整備されて、事業そのものとは若干

食い違うという部分の中で町のほうも要請して、

避難路という形の中で施設そのものができている

のですが、現実、今、そういったものの状況で、

その避難路そのものが利用できる状況にあるのか、

ないのか。そういうものが、前にもこれお話をし

たのですけれども、避難路そのものの除排雪とい

いますか、そういうものがどうなっているのか。 

 仮に、例えば日向地区の部分は、階段の部分は

排雪しても、うえに上がった状況で、果たして上

がって行ける状況なのか、どうなのかということ

も、また心配になりますよね。そういった状況が

どうなのかという部分では、やはりこれも地区自

治会、あるいは近隣の個人の皆さん、あるいは行

政の、その辺の役割分担みたいなものをはっきり

示して協力してもらう。なにか日向地区の小規模

な小さななだれといいますか、雪が落ちてきた部

分については森づくりセンターと行政と、地域の

皆さんと一緒に排雪したという話も聞くわけなの

ですけれども、そういった状況の前の段階で、冬

期間の、特に今の状況では非常に豪雪という形が、

今年だけということではないみたいですね。地球

温暖化含めて考えると背景があるわけですから、

その辺についての考え方みたいなものをお聞かせ

いただければなというふうに思います。 

 それから、除排雪の関係の部分では、いろんな

意味で協力体制もできてきたのかなと。先ほど私

の所の町内会の状況も話しましたけれども、建設

協会の皆さんが丸山団地の排雪をしたと。丸山団

地も建て替えの部分の中で、住んでいない所とか

高齢者の部分もあって対応できないということの

中で、町の職員と一緒にやったということの部分

では、大変いいことだというふうに思うのです。

先ほど休憩中に赤レンガのほうも云々という、そ

の建設協会からの申し出ということもあるのです

けれども、そこで私は、それであれば、例えば公

営住宅に住む人方の役割分担と、個人としての対

応と、それから丸山団地なら丸山団地、新栄町な

ら新栄町という公営住宅そのものの町内会として

の対応というのは、どこまでなのだろうかと。 

 例えば新栄町の部分でこんな話も聞きまして、

除雪の部分では、大変今年は多いということもあ

るのでしょうけれども、１階部分の人たちは一生

懸命やるのだと。共通部分で、２階、３階も含め

て町内会か団地の皆さんかなにかで連絡でチラシ
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を回しても、なかなか協力という形にならないと

いう話も聞くのです。だから、行政とのコラボレ

ーションという部分の中で、それはあまり、あま

えていくと、どんどん行政主導になってしまうと。

それでは本来の意味の自治ということにもならな

いわけですから。 

 ちょうど私も、丸山団地の新しくできた公営住

宅の前に物置ができていますね。あれ数えてみま

したら９軒分なのですね。その上の状況を見たら、

もう雪が積り放しですよ。相当な圧力といいます

か、重量がかかっているのだというふうに思うの

ですけれども、ああいうものまでもどうなのだろ

うと。あのくらいのものは自分たちで降ろせるの

ではないかなというものが、逆に共同という部分

の中で考えて、自分だけがやっても、なにか損を

するみたいな意識なのかわかりませんけれども、

そういう事例が見受けられます。 

 ですから私は、先ほど言いましたように、今後

また来年も、このあとしばらくは、この冬期間の

豪雪ということは続くのだと。そこで町側のほう

は、今まで基準を１０センチのものを１５センチ

ということの中で対応したと。そういった部分の

中で町民の意識も若干、いろんな部分では協力し

てやらなければならないということの雰囲気がで

きてきたのは確かだと思う。ただ、町内会の状況

を見て、私どもは非常に、裏に川があり、そして

前の下水には水産加工場の海水が流れるという、

そういう背景がある。そういう、非常に状況がい

いからできるのかなというふうに思うのです。そ

れで、場所によってはそういう状況にないと。屋

根の雪落ちたらどうしようもないみたいな所、そ

ういう所もあるだろうし、いろんなケースがあり

ますので、今回の部分では豪雪対策といいますか、

そういった意味での総括みたいなものの中で、そ

ういった協力体制含めて、いろんな町内会の皆さ

んから状況の把握をしながら、それぞれの役割分

担みたいなことを考えるべきではないかなという

ふうに思います。 

 先日、テレビに滝川市の状況。札幌市と滝川市

の、札幌市は町内会単位で業者に頼んで処理する

ということでした。滝川市の場合は今回、試行的

に２町内会に除雪機を貸し出しをして、試行とい

うことの中で、油代とか、それは全部市のほうが

負担をして、どの程度現実にかかるものなのかと

いうことで、確か１か所の町内会の人が出ていま

して、町内会長さんが自分でやっていまして、付

近の高齢者の部分とか対応をまめにできると。そ

の状況によって適宜処理できるということで、大

変喜んでいたという事例も出ていました。先ほど

建設協会、それから杉村委員からも、使ってくれ、

重機も協力するということも話出ていますけれど

も、町内見ても結構小型の除雪機で対応している

所もありますし、また民間の業者が自分の所とか、

あるいはお得意先の所を回って処理をしているケ

ースとかもあります。そういった業者の方の中で

は、先ほど杉村委員が話したように、もし要請が

あれば、自分の所をかくのとそんなに時間かから

ないのだったら、そういう協力は惜しまないと。

油代くらい出してくれれば、そういう協力はいく

らでもしますみたいな話をする方もおりました。 

 ですから、そういったもろもろの状況を一回、

これからずっと続くのだというふうに思いますの

で、今年のそういったいろんな除排雪の対策を総

括して、考え方を示して検討するような機会を議

会に示していただければなというふうに思います

ので、その辺はお願いしたいと思います。 

 それともう一つ忘れましたけれども、排雪する

場合も、やはり自分たちみずからやろうという気

持ちはあるのだけれども、それを持っていく場所

がないと。堆積場所をある程度町内会ごとに指定

してくれれば、そこまでは持っていくという方も

おりますし、それから、先ほど町長が言っていま

した、専門の大工さんたちにお願いして、１か所

やったらその近所の人が必ず声掛けるそうです。

いくらかかってもいいから、なんとかそれをやっ

てくれという声が出てくるということは、ある程

度自己負担してもやってほしいという切実な状況

だというふうに思います。私も町内会でやってい

ても、町内会単位で負担してでもやらなければな

らない状況だよねというお話をする婦人の方もお
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りましたし。それらも含めて全体的な総括をお願

いしたいというふうに思います。 

 あと最後に、国民保護法の関係の部分、このあ

と、１８年度中に作業に入るのだというふうに思

いますけれども、いちばん大事な部分は、私たち

も含めて町民はあまりこの内容そのものは理解し

ていないのだと思う。ただ、いろんな事例を見て

も、現実的な、例えばオウム真理教みたいなサリ

ンの部分とか、あとは北朝鮮からのテポドン  

とか、今回も、なにかロシアの飛行機が７回も８

回も領海を侵犯したとか、それから去年はベトナ

ム人の密入国とか、そういう事例が現実にあるわ

けですから、そういった部分の中でどう対応した

らいいのか。特に心配するのは、これは武力攻撃

災害対象の部分での警戒区域を設定して、ある程

度国といいますか、そういう方向の中で決めたも

のは有無を言わさずみたいなところがあるわけで

すよね。それに従わなければならないみたいなも

のがあったりしますので、できるだけ、なかなか

これも現実に問題が出てこないと理解も難しいの

だというふうに思いますけれども、その辺が大筋

でも理解できるような広報的な部分での対応をよ

ろしくお願いしたいというふうに思います。 

 それと、できれば先ほど言いました、委員長に

もお願いしたいのですが、豪雪の部分は、先ほど

お願いしたような町のほうの総括みたいなものが

まとまれば、その辺に絞って、防災の部分の中で

また、そのほうで検討する機会を設けていただけ

ればなというふうに。 

○委員長（平野隆雄） 村田町長。 

○町長（村田駿） 項目だいぶ多いですから、そ

れから保護法の関係については、総務課長のほう

から内容等について詳しく説明させます。 

 まず、順序が前後するかもしれませんけれども、

ご了承願いたいと思います。今回の自立プランに

つきましては、溝部委員おっしゃるとおり、やは

り歳入の増でなく、歳出の削減というのが大前提

の中での自立プランの策定をとり進めてきたとこ

ろでもございます。これはまた申すまでもなく、

５年前よりも８９５人ですか。これだけの人口が

減っていると。そのうち実際４４５名の方が町内

で死亡されている方でもございますし、道内にお

いても、もっとも人口の減の激しかった福島町で

あるということも事実でございます。そういう中

で今後予定されております交付税等が厳しい中で、

今回の自立プランもあわせて、削減のほうに大き

なウエートがおかれた、そういう状況でございま

す。 

 そういう中で、チャイルドシートの関係ござい

ましたけれども、実はこれについても町の広報の

ほうでも、すでに空いたチャイルドシート、これ

をリサイクルしたいということでの呼びかけ等も

実はしたわけなのですが、実際、隣同士の人であ

ればお互いにいいのですけれども、全然知らない

人のそのチャイルドシートを、その０歳なり１歳

の子供が使うということに今のお母さん方、それ

なりに抵抗があるというのが、やはり今回対応し

てみた中でのいちばん私どもにとっては、やはり

親御さんの感じていることをじかに聞いてござい

ます。ただ、いずれにしても町のほうのこういう

形の中で、補助制度については削減したいという

意向の中で、申すまでもなく、やはりあらためて

またリサイクルとしての再利用については町民の

方々に多く呼びかけた中で、役場のほうでそれを

確保し、あるいはまた希望者がそれを選べるよう

な体制の中で、これからチャイルドシートについ

ては考えていきたいなと。 

 非常に少子化対策等の中でやはりこのチャイル

ドシートについては、やはり補助きて、それで終

わるのだということでなく、やはり現在はリサイ

クルという形の中で町民の方々に空いているもの

を町のほうに提供していただいて、再利用できる

方向の中で検討してまいりたいと、そう思ってご

ざいます。 

 また、街路灯の補助の関係でございますけれど

も、町道が整備されると電柱が付き、そこには街

灯が付きます。ただ、町内会で今負担している大

部分が、言葉は、表面上は街路灯になっておりま

すけど、ほとんどが実は防犯灯でございます。で

すから、その防犯灯の危惧の設置、あるいはそれ
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に伴う電気料の負担を町内会にしていただいてい

るというのが現状でありまして、川原町町内会で

それが設置したものが、先ほど溝部委員おっしゃ

るように、私どもも、それも、その被害者の方に

も会っておりますし、私自身、最初は町で、町道

にあるものですから町の施設が落下したのではな

いかということで、この被害者の自宅にお伺いし、

そういうような面談もした経緯もございますが、

結果的に町の街灯の台帳等を調査した結果、川原

町町内会で設置していると、そういうような経過

がございました。いずれにしてもこういうような

ことが、やはり町道に面している防犯灯、あるい

はまた街灯の中でそういう落下等の事故があった

ときにおいて、やはり各町内会でも必ずしもそう

いう認識はみんなしていないのではないのかなと、

そういう思いはしてございます。 

 ですから、ただ町は財政が厳しいから補助金を

減額していけばいいのだということでなく、あら

ためてこの街灯の所在、防犯灯の所在、これにつ

いては各町内会長さんとも充分に認識し、そして

その管理体制の、先ほど冒頭のあいさつでも分轄

ということを私も触れましたけれども、その辺の

ことについては充分お互いに納得できるような理

解はしていかなければならないなと。そういう考

え方でございます。 

 また、ごみの減量化。実は当町において１億４,

０００万円を超えるこれは負担でございまして、

なんとかこれを、いかにして少なくするかという

のが当面の課題であり、昨年から取り組んでいた

だいているのが、４町構成町の中で紙類が福島町

が突出して多いわけです。それでお願いして、ま

ず今取り組んでいただいているのが新聞、雑誌等。

これが他の構成町並みに例えば減ると、もう何百

万円か福島町の負担が少なくなると。それくらい

福島町は逆に言うと紙類が多かったわけです。で

すから本来の町民の方々の、あるいはまた地域の

そういう活動によって、そういう紙類を民間の人

なりに出すことによって、それは大幅にそういう

福島町の負担が軽減されるなと。 

 そういうことでまずスタートしているところで

もございますし、また非常に、厨房のごみ、生ご

み等は、その専門家の、また衛生センター等のほ

うの考え方、見方によると、５割から６割が水分

だと、そういうことも言われてございます。です

から各高齢者の集まり、あるいはまた老人クラブ

の集まりにおいては、お年寄りでもできることで

すから、せめて出す前にひと絞りして出してくだ

さいと。こういう呼びかけもしているわけですが、

必ずしも、それが浸透している状況にもまだ現実

的にはないなと。 

 そういう中で今、堆肥化に向けた、その推進員

の方々に昨年秋、依頼をし、そういう取り組みを

していると。これについては過去にも、先ほど滝

川委員さんのほうからもまたこういうごみのこと

についてお話ありましたが、やはり今までは、ど

ちらかというと個々にやった人が自己満足で終わ

った経緯があるなと、そういうような見方をして

ございます。今度は、各町内会にそういう専門の

リーダーの人が今度いるわけですから、私どもは、

その方々で各町内会でのその経過の報告だとか、

そういうことをしていただいた中で取り組んでい

きたいなと、そう思ってございます。 

 そして、また溝部委員の今のご質問の中で、委

員長から私、この給食の生ごみの堆肥化というこ

とで札幌市で取り組んでいるのを私これ今、見落

としていたものですから、新聞のコピーをいただ

きました。やはり町内でも、かなりの給食の残り

が出るなと。過去においては町内で養豚業者がい

たときは、こぞってそれらをすべて処分できたの

ですが、現実的にはそういう状況でないなと。あ

わせて今、町内全般的にごみの減量化について対

策しているわけですし、また白符小学校において

は例えば浜の清掃とか、そういうこともまた今取

り組んでいると。ですからごみ問題については、

溝部委員おっしゃるとおり、やはり小さい子供の

段階からの教育というのは今後に必要だというこ

とも、私もそれなりには認識してございますが、

具体的な行動をどうするのだという形の中で、先

ほど溝部委員のほうからの札幌での取り組みの提

言もあったわけでございますが、ですから、これ
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らについては学校単位で可能なものなのか。それ

ともまた給食センターのほうに全部集まったもの

をやったほうが可能なものなのか。そういうこと

も含んで、これらについては教育委員会、あるい

はまた学校関係者のほうとも、この給食センター

の残っているものについての対応については今後

検討していきたいなと、そういう考え方でござい

ます。 

 次に、防災の関係。つい何日か前にテレビで大

津波のシミュレーション等もやってございました。

そういう中で、町内のそういう避難路等を見たと

きにおいては、日向地区をはじめ、ほとんどの避

難路が雪で今いっぱいになっております。津波に

なって避難路の利用ができる場所というのは、現

時点の町がしている避難路の中では１か所か２か

所よりないのではないかなと。現実的にはそうい

う状況にございます。 

 ですから、町内会の皆さん方に私ども話してい

るのは、何よりも先に町の職員が、あるいはまた

福島町で避難命令を出したときにおいて、やはり

動いてもらうのは地域ぐるみで動いてもらわなけ

ればならない。そのときに町の職員が各町内全部

行って誘導できるわけでないですから、地域のや

はりこの防災関係については、地域のこれから力

を私どもより入れなければならないのは、そうい

う防災意識に対する、隣に例えば足腰の悪い人が

いたら、その隣の若い人がその足腰の悪い高齢者

を一緒に連れて行くような、そういうようなやは

りこれからの本当の自治組織のあり方ということ

を、これは時間を割いても各町内会の方々と相談

していかなければならないと思っておりますし、

町としてもまた、そういう指導もしていかなけれ

ばならないと。そういうことで今、あらためて今

回の大雪を見たときにおいても、その避難路等を

比較し、私もこのことについては今痛感している

ところでございます。 

 非常に、先般の日本海海溝の地震による津波だ

とか、想像以上の高さが、１５メートル、２０メ

ートルの津波が云々というシミュレーションの中

でテレビで放映されておりました。ですからこれ

は、あってはならないことですけれども、万が一

という形の中で、充分に福島町の、私どもは行政

の立場の中で住民の方々とそういう対応について

は、これから住民の皆さん方が率先して例えば非

難できる場所の確保、そしてまた、上にはそれだ

けの例えばテントを張ったり何なりするだけのそ

の用地があるのか、広場があるのか。そういうこ

とも含んでこれは早々に、総務課のほうで防災担

当しております。ですから建設課、あるいは農林

課等々連携を持ちながら現地の確認もし、これら

については対応していきたいと、そう思ってござ

います。 

 それから、雪の関係でございますが、実は今年

の雪を迎えるにあたって、例えば吉野の沢、澗内

の沢、これらについては特に澗内の沢については、

冬期間は利用者が１社の水産加工場が主です。そ

れから吉野の沢も、その大きな重機は入れません。

ただ、出入口の所に加工場があって、重機がある

と。そういう形の中で、その地域、その路線を、

その人方にお願いできないかと。そういう相談も

しましたが、やはり町で除雪登録している重機に

ついては保険の関係だとか、そういうことがあっ

たものですから、実際は今年のスタートの段階で

は委託することはできませんでしたが、できれば

私どもは、油賃、それが５万円になるのか１０万

円になるのか金額は別にして、地域にあるやはり

そういう重機なり、そういうものについては利用

でき、そして協力してもらうような体制は作って

いかなければならないと思いますし、今年のよう

な大雪をこういう経験した中においては、やはり

福島方面に集中している重機がその日によって、

吉野、松浦まで行くとやはり３０分も４０分もか

かると。だけどその間に、早めに地域におけるそ

ういう小型の機械が動くことによって、早く対応

できるなと。そういうことも含んで、今回の大き

なこの経験を生かした中での除雪体制については

考えていかなければならないと。 

 ただ、この排雪場所と堆積場所も、それなりに

用地ある所はいいのですけれども、堆積場所も今、

確保できる所はあるのですが、例えば豊浜等にお
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いては、堆積場所も確保できないのが現状です。

ですから、あの路線は全部、バケットで一回ずつ

排雪もしながら除雪しなければならないと。そう

いう路線もあるわけでございまして、非常にこれ

については、その地域によっては課題の多いこと

も事実でございますが、特にその町内の、あるい

は国道、道道、町道含んで、排雪場所が福島川の

従来は河口になっていました。今年はもう河口が

すでに満杯。そういう中で、新たに上流のほうと

かいろいろ今、その水が出たときに支障ない箇所

も含んで今検討しているわけでございますが、や

はり来年もまた来る冬もこれくらいの雪を想定し

た中での排雪場所等の確保については、やはり町

内に周知するとともに、町としてやはり充分確保

していかなければならないことであり、今年だけ

の雪でも排雪場所の安心した確保ができなかった

ということについては、あらためてこれは、私ど

もも業者さん等も集めながら、検証しながらなん

とか反省もし、今後の対応をしていかなければな

らないと、そう思ってございます。 

 また、住宅の関係でございますけれども、特に

赤レンガのほうは１階が高齢者が多い、そして独

居老人が多いわけです。ただ、その棟、棟によっ

て班編成がされ、そしてそれが集まって町内会の

組織されているわけですが、高齢者の方々から言

わせると、高齢者の方はやはり玄関の所やるよう

ですが、２階、３階にいる、若い人といえばあれ

ですけれども、その人方がやはり共有の施設に入

っているという意識が欠けていると。そういう面

では、これは逆に住宅を管理している、また提供

している町としても、やはりその辺の一定の役割、

住んでいる人方の仕事として、いかに使用料を払

っていると言いながらも、自分方が利用するもの

についての義務とまで言ってもいいのではないか

と思いますけれども、そういうことについては協

議し、やはり理解を求めなければならないなと。 

 特に丸山団地等の今回やってみて、自分の車の

置く場所はきれいなのです。ところが屋根の雪が、

ベランダの窓を破るようにして下まできていると。

これがやはり今の住宅に入っている人方の、全員

がそうだとは言いませんけれども、そういう傾向

にあるなと。ですから、もう一度この班編成、一

棟にあるその班ごとの協議だとか、町内会の役員

さん方を含んである程度、要望と苦言になるかも

しれませんけれども、住宅の管理者、提供者とし

ての町の立場の中で、毅然としたやはりそういう

ような姿勢を示して協力を願わなければならない

のではないのかなと、そういうような考え方でお

ります。 

 なにか、あちこち飛んで、取り留めのないごあ

いさつになりましたけれども、私のほうから、だ

いたい７点くらいの項目に分けての質問ありまし

たものですから、答弁に代えさせていただきます。

このあとは総務課長のほうから。 

○委員長（平野隆雄） 丁子谷総務課長。 

○総務課長（丁子谷雅男） 質問受けた中で、町

長の部分も若干補足で説明させていただきます。

特に街灯の、川原町町内会の落下の部分でのお話

ございまして、この部分については溝部委員のほ

うから町内会の対応がないような形での部分を望

む意見もございましたので、この部分若干ご説明

させていただきます。 

 これは先般、町内会連合会の役員会でも確認さ

れておりまして昨年度から対応しておりますけれ

ども、これも一町内会だけの問題でなくて、全町

内会こぞってそういう問題が発生した場合には対

応をしようということで、町からも町内会連合会

には補助しておりますけれども、その全体の予算

の中、圧縮できる科目については圧縮しながら、

保険に入る形を進めております。対応しておりま

す。そういう形で新年度もその部分については、

全町の中で町内会で持っている街灯がだいたい９

００灯くらいあります。その部分を全部、松浦か

ら岩部、千軒まで全部その町内会で持っている部

分、そういう対応があった場合には、人的損害、

それから物的損害含めて対応する形で保険加入を

しておりますので、その点申し添えておきたいと

思います。 

 それから、国民保護法の部分につきましては、

前段ご説明したとおり１８年度中に、これは全国
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こぞっての形になりますけれども、一町、各自治

体ごとに、その町の国民保護計画が策定されます。

その部分については、中間の部分では協議会の、

先ほど申し上げましたように、現在の防災会議の

委員さん横すべりの中でやった場合にはその中で

協議しますが、報告も議会に報告する形になって

おります。それとあわせて、町民の方々にも、そ

の内容、ポイントの部分については広報等を通じ

てお知らせしていく形は当然とってまいりたいと

いうふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（平野隆雄） ほかに。 

 暫時休憩いたします。 

     （「なし」という声あり） 

   ―――――――――――――――― 

    （休憩 午前１１時５６分） 

    （再開 午前１１時５６分） 

   ―――――――――――――――― 

○委員長（平野隆雄） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております調査事件１に関

する本委員会意見の取りまとめ及びその調整につ

いては、委員長に一任願いたいと思いますが、ご

異議ございませんか。 

    （「異議なし」という声あり） 

○委員長（平野隆雄） ご異議なしと認め、調査

事件１に関する意見の取りまとめ及びその調整は、

委員長に一任されました。 

 以上で、調査事件１を終了いたします。 

 暫時休憩いたします。 

   ―――――――――――――――― 

    （休憩 午前１１時５７分） 

    （再開 午後１２時２９分） 

   ―――――――――――――――― 

○委員長（平野隆雄） 休憩前に引き続き、会議

を再開いたします。 

 次期定例会後の閉会中の所管事務調査事件は、

１、防災対策について。２、その他所管に関する

事項についてとし、平成１８年第１回定例会に閉

会中の所管事務調査事件として申し出をいたした

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

    （「異議なし」という声あり） 

○委員長（平野隆雄） ご異議なしと認め、ただ

いまお諮りした内容で、平成１８年第１回定例会

に閉会中の所管事務調査事件として申し出をする

ことに決定いたしました。 

 次に、その他について、何かありませんか。 

     （「なし」という声あり） 

○委員長（平野隆雄） なければ、以上で本日の

案件の調査は、終了いたしましたので、総務教育

常任委員会を閉会いたします。 

 どうも、ご苦労さまでした。 

 ―――――――――――――――――――― 

         （閉会 午後１２時２９分） 

 


